
電気用品安全法の解釈　－　対象非対象関係

平成１５年３月２６日　製品安全課

商品名等
（電気用品名等）

充電式照明器具

１　当該商品等の概要

○用途、機能、性能
　携帯型のランプユニットと、充電ユニットからなる充電式の照明器具である。１
つの充電ユニットで４つのランプユニットを同時に充電する事ができる。

○構造、仕様、意匠
　充電ユニットは４つの１次コイルを有しており、ランプユニットはそれぞれに対
応した２次コイル及びニッカド電池が内蔵されており、電磁誘導作用により充電さ
れる。
　ランプユニットには、ニッカド電池が内蔵されており、５Ｖの照明用電球を点灯
する。
　照明用電球定格　：５Ｖ
　充電ユニット定格：１００Ｖ、１８Ｗ、５０／６０Ｈｚ
　
○ 主な使用者、販売先
一般家庭。

２　対象・非対象の解釈

　特定電気用品以外の電気用品中、光源及び光源応用機械器具の「充電式携帯電灯」
として取り扱う。
　
（理由）
　充電ユニットとランプユニットは一体不可分の関係にあることから、全体で「充
電式携帯電灯」として取り扱うのが妥当と判断する。


